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自己資本比率規制（第3の柱）による開示

　第1の柱では最低所要自己資本比率を定めており、自己資本比率を算定するにあたり、分母となるリ
スクの計測をより精緻化するという点が最も大きな特徴です。また、この分母には、オペレーショナル・リ
スク（オペレーショナル・リスク相当額÷8％）が含まれています。

　銀行勘定の金利リスクや信用集中リスクなど第１の柱の対象となっていないリスクも含め、金融機関
自らがリスクを適切に管理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持するという「自己管理型」のリスク
管理と自己資本の充実の取組みを期待すること、また、監督当局は、各金融機関が自発的に創意工夫し
たリスク管理の方法について検証・評価を行い、必要に応じて適切な監督上の措置を講ずることなどが
求められています。

　開示の充実を通じて市場規律の実効性を高めることとされ、自己資本比率とその内訳、各リスクのリ
スク量とその計測手法等について以下の情報開示が求められています。
　①自己資本の構成に関する開示　②定性的な開示　③定量的な開示

最低所要自己資本比率

≧ ４％
自己資本の額（コア資本に係る基礎項目 － コア資本に係る調整項目）

信用リスク・アセットの合計額 ＋ オペレーショナル・リスク

　この新しい自己資本比率規制（バーゼルⅢ（国内基準））による開示は、「信用金庫法施行規則第132条第1
項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項（金融庁告示
第8号）」および「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」で定めのある第3の柱における、「標準的手
法」「国内基準」に基づき開示しております。
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項　目
平成24年度の自己資本の構成に関する開示事項

平成25年3月期
（単位：百万円、％）

（自己資本）
出資金

うち非累積的永久優先出資
優先出資申込証拠金
資本準備金
その他資本剰余金
利益準備金
特別積立金
繰越金（当期末残高）
その他
処分未済持分
自己優先出資
自己優先出資申込証拠金
その他有価証券の評価差損
営業権相当額
のれん相当額
企業結合により計上される無形固定資産相当額
証券化取引により増加した自己資本に相当する額
基本的項目　計（Ａ）
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する額
一般貸倒引当金
負債性資本調達手段等

負債性資本調達手段
期限付劣後債務及び期限付優先出資

補完的項目不算入額
補完的項目　計（Ｂ）
自己資本総額[（Ａ）＋（Ｂ）]（Ｃ）
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額

負債性資本調達手段及びこれらに準ずるもの
期限付劣後債務及び期限付優先出資並びにこれらに準ずるもの

非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係る控除額
基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる証券化エクスポージャー及び信用補完機能を持つＩ/0ストリップス
（告示第２４７条を準用する場合を含む。）
控除項目不算入額
控除項目　計（Ｄ）
自己資本額　[（Ｃ）ー（Ｄ）]（Ｅ）
（リスク・アセット等）
資産（オン・バランス項目）
オフ・バランス取引等項目
オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等　計（Ｆ）
※ 単体Ｔｉｅｒ１比率（Ａ／Ｆ）
※ 単体自己資本比率（Ｅ／Ｆ）

（注）「信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第１４条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかど
うかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第２１号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。

用語解説

金融市場における一般的な金利水準の変動に伴って当該金融資産の価値が変動するリスクのことをいいます。
リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）をリスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額です。
自己資本比率規制の中で使われる概念。自己資本の中の基本的項目であり、出資金、利益剰余金などから構成されています。
自己資本比率規制の中で使われる概念。自己資本の中の補完的項目であり、当金庫では一般貸倒引当金が該当しています。
基本的項目の額÷（リスク・アセットの総額＋オペレーショナル・リスクのリスク・アセット）
単体自己資本の額÷（リスク・アセットの総額＋オぺレーショナル・リスクのリスク・アセット）

金利リスク

リスク・アセット

Tier１（基本的項目）

Tier２（補完的項目）

Tier1比率

単体自己資本比率

348
―
―
―
―
348
7,750
37
―
―
―
―
―
―
―
―
―

8,485
―
582
―
―
―

△427
155
8,641
1,234
800
200
―

―

△1,234
―

8,641

21,676
49

3,197
―
―

24,922
34.04
34.67

※単体Tier1比率および単体自己資本比率について
　平成２５年３月期は、「その他有価証券の評価差損」が正の値となっているため、自己資本比率規制の一部を弾力化する特例（平成２０年金融庁告示第７９号）は適用しておりません。

自己資本比率規制（自己資本の構成）による開示



26

HIDAKA SHINKIN BANK  2014 Disclosure

項　目

平成25年度の自己資本の構成に関する開示事項
平成26年3月期

（単位：百万円、％）

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資
本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」が平成25年3月8日に改正され、平成26年3月31日から改正後の告示が適用されたこと
から、平成24年度においては旧告示に基づく開示、平成25年度においては新告示に基づく開示を行っております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目 （1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額 

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額 （イ）
コア資本に係る調整項目 （2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）
リスク・アセット等 （3）
信用リスク・アセットの額の合計額 

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
うち、繰延税金資産
うち、前払年金費用
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）/（ニ））

9,108
351
8,770
13
ー

271
271
ー
ー

ー

ー

9,379

5
ー
5
ー
ー
ー
ー

143
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

148

9,230

21,711
△2,220

ー
ー
ー

△2,220
ー

3,138
ー
ー

24,849

37.14

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
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　当金庫はこれまで、特別積立金への積上げによる内部留保に努めており、その結果自己資本の充実度は高く、経営の健全性・
安全性を充分保っていると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策についても、毎期策定する事業計画に基づいた業
務推進を通じて得られる利益による自己資本の積上げを基本的な方針としております。

項　目

自己資本比率規制（第3の柱）による開示

平成25年3月期

21,725
21,675

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

130
130
ー

7,002
8,132
1,847
772
249
181
2

355
ー

366

2,504

50
50
ー
ー

3,197
24,922

869
867
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
5
5
ー

280
325
73
30
9
7
0
14
ー
14

100

2
2
ー
ー

127
996

平成26年3月期

21,711
23,931

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

230
162
ー

4,890
8,702
2,047
667
199
138
1

344
ー
31
31
ー

6,514

3,700

334

4
2,474
ー
ー
ー
ー
ー

△2,220

ー
ー

3,138
24,849

868
957
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
9
6
ー

195
348
81
26
7
5
0
13
ー
1
1
ー

260

148

13

0
98
ー
ー
ー
ー
ー

△88

ー
ー

125
993

（注）1.所要自己資本の額=リスク・アセット×4%
2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
3.「3ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等
向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウエイトが150%になったエクスポージャーのことです。
4.当金庫は基礎的手法により、オペレーショナル・リスクを算定しています。

5.単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額×4% 

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

2.自己資本の充実度に関する評価方法の概要

自己資本の充実度に関する開示事項 （単位：百万円）

用語解説

各々のリスク・アセット×4%（自己資本比率規制における国内基準）
リスクに晒されている資産のことを指しており、具体的には貸出金などの与信取引と有価証券などの投資資産が該当します。
自己資本比率規制においては、住宅ローンの中で代表的なものとして、抵当権が第一順位かつ担保評価が十分満たされているものを指しています。
（代表的な解釈は）不動産の取得又は運用を目的とした事業者。
金庫の業務上において不適切な処理などで生じる事象により損失を受けるリスクのことを指しています。具体的には不適切な事務処理により生じる
事務リスク、システムの誤作動等によって生じるシステム・リスク、風説の流布や誹謗中傷などにより企業イメージを毀損する風評リスク、裁判等により
賠償責任を負うなどの法務リスク、その他人材の流出や事故などにより人材を逸失する人的リスクなどが含まれます。

所要自己資本
エクスポージャー
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業者
オペレーショナル・リスク

イ.信用リスク・アセット・所要自己資本の額合計
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
3ヵ月以上延滞等
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外
他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出資等に該当するもの
以外のものに係るエクスポージャー
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に
算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
上記以外のエクスポージャー

②証券化エクスポージャー
証券化（オリジネーター以外）
（うち再証券化）

③複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産
④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置
　によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
⑥CVAリスク相当額を8％で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ.オペレーショナル・リスク
ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15%
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

÷8%オペレーショナル・リスク
（基礎的手法）の算定方法〈             〉

１.自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本は、地域のお客さまからお預かりしている普通出資金及び利益剰余金等により構成されております。
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　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少あるいは消滅し、損失を受けるリスクのこ
とをいいます。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要リスクであるとの認識のもと、安全性、公共性、流動性、成長性、収益性
の5原則に則った厳正な与信判断を行うべく、与信業務の普遍的かつ基本的な理念・指針・規範等を明示した「貸出事務取扱規
程」「信用リスク管理要領」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管理を徹底しています。
　信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ管理として、自己査定による債務者区分別、
業種別、さらには与信集中によるリスクを抑制するための大口与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力しております。
　また、当金庫では、信用リスクを計測するため、大口与信先10先に対する未保全額を用いて信用リスク量を計測し、信用リスク
管理に活用しています。
　個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く体制としていま
す。また、一連の信用リスク管理の状況については、ALM委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて常務会、理事会といっ
た経営陣に報告する態勢を構築しております。
　信用コストである貸倒引当金は、「自己査定基準に関する規程」及び「償却・引当基準に関する規程」に基づき、自己査定におけ
る債務者区分ごとに算定しております。一般貸倒引当金にあたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債
権額にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。個別貸倒引当金のうち破綻懸念先については、
優良担保を除いた未保全額に対して貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。また、実質破綻先及び破綻
先については、債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引当しております。なお、
ぞれぞれの結果については監査法人の監査を受けるなど適正な計上に努めております。

3.信用リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要（証券化エクスポージャーを除く）

（単位：百万円）

（注）1.貸出金には、未収利息、貸出金に準じる仮払金を含んでいます。
2.コミットメントライン契約とは、顧客からの融資実行の申出を受けた場合に、契約上規程された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する当座貸越契
約であり、これらの契約に係る融資未実行残高です。
3.オフ・バランス取引には、債務保証及び代理業務貸付を含んでいます。
4.債券には、ユーロ円債を含んでいます。
5.債券には、未収利息を含んでいます。
6.「3カ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
7.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。
※当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しています。

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格
付機関の使い分けは行っておりません。
●（株）格付投資情報センター（R&I） ●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
●（株）日本格付研究所（JCR） ●スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（S&P）

イ.信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
 業種別合計

4,347
2,271
148
505
3,386
20
7

460
3,293
5,317
3,134
879
134
56
393
811
5

382
564

62,148
6,679
94,949

3,996
1,998
198
539
3,408
18
9

397
3,155
5,396
4,066
820
84
48
381
655
7

335
749

65,188
6,694
98,150

4,146
2,271
148
505
3,386
20
7

276
3,293
1,714
3,134
879
134
56
393
811
5

382
564

14,691
6,679
43,503

3,795
1,998
198
539
3,408
18
9

223
3,155
2,694
4,066
820
84
48
381
655
7

335
749

13,470
6,694
43,355

200
ー
ー
ー
ー
ー
ー

184
ー

3,603
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

47,457
ー

51,445

200
ー
ー
ー
ー
ー
ー

174
ー

2,701
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

51,717
ー

54,794

5
124
ー
68
194
ー
ー
3
67
ー

153
ー
ー
ー
7
30
ー
4
ー
ー
58
717

327
36
ー
71
39
ー
ー
3
46
ー

100
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
5
ー
42
673

信用リスクエクスポージャー期末残高

債 券
3ヵ月以上延滞
エクスポージャー

平成26年3月期平成25年3月期平成26年3月期平成25年3月期平成26年3月期平成25年3月期平成26年3月期平成25年3月期業種区分

エクスポージャー
区分 貸出金、コミットメント及びその他の

デリバティブ以外のオフ・バランス取引

〈業種別〉
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ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
　 41ページ「貸倒引当金内訳」をご参照ください。

（単位：百万円）〈残存期間別〉平成25年3月期

自己資本比率規制（第3の柱）による開示

貸出金
有価証券
国債
地方債
公社公団債
金融債
その他社債
外国証券
株式
投資信託
その他の証券

14,766
1,441
263
―
578
200
―
400
―
―
―

7,774
6,351
2,752
1,399
1,499
400
300
―
―
―
―

3,366
5,717
2,401
2,203
612
500
―
―
―
―
―

5,495
7,807
4,702
2,399
705
―
―
―
―
―
―

6,777
30,022
8,504
14,448
5,069
―
―

2,000
―
―
―

1,755
32
―
―
―
―
―
―
27
―
5

39,936
51,373
18,623
20,450
8,466
1,100
300
2,400
27
―
5

項　目 １年以下 7年超 合　計１年超
３年以下

３年超
５年以下

5年超
7年以下

期間の定めの
ないもの

（単位：百万円）

（注）各項目は、未収利息を含んでおりません。

〈残存期間別〉平成26年3月期

貸出金
有価証券
国債
地方債
公社公団債
金融債
その他社債
外国証券
株式
投資信託
その他の証券

14,817
3,186
1,181
599
904
200
300
―
―
―
―

7,260
6,258
2,760
2,102
895
500
―
―
―
―
―

5,297
7,342
3,910
2,399
632
400
―
―
―
―
―

3,642
10,141
2,400
7,497
244
―
―
―
―
―
―

6,929
27,750
3,400
13,021
9,828
―
―

1,500
―
―
―

1,969
32
―
―
―
―
―
―
27
―
4

39,917
54,711
13,653
25,620
12,505
1,100
300
1,500
27
―
4

項　目 １年以下 7年超 合　計１年超
３年以下

３年超
５年以下

5年超
7年以下

期間の定めの
ないもの
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製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
 合　　計

333
943
―
437
329
2
―
7
48
―
29
―
1
―
5
―
―
58
6
―
171
2,377

302
195
0

125
293
―
―
4
75
―
77
―
1
―
7
3
―
58
7
―
157
1,311

302
195
0

125
293
―
―
4
75
―
77
―
1
―
7
3
―
58
7
―
157
1,311

387
121
―
115
122
―
―
5

134
―
72
―
1
―
7
0
―
51
7
―
162
1,190

14
756
―
325
30
―
―
―
2
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
47

1,177

1
65
―
―
154
―
―
―
15
―
9
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
247

318
186
―
112
299
2
―
7
46
―
29
―
1
―
5
―
―
58
6
―
124
1,199

300
130
0

125
139
―
―
4
59
―
67
―
1
―
7
3
―
58
7
―
157
1,064

302
195
0

125
293
―
―
4
75
―
77
―
1
―
7
3
―
58
7
―
157
1,311

387
121
―
115
122
―
―
5

134
―
72
―
1
―
7
0
―
51
7
―
162
1,190

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
0
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
0

（単位：百万円）

（注）1.当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しています。
　　2.業種別区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

ハ.業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

業種区分

個別貸倒引当金

期首残高

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成25年
3月期

平成26年
3月期

期末残高当期増加額 目的使用 その他
当期減少額 貸出金償却

告示で定めるリスク・ウェイト区分

 合　　計

ー
ー

2,288
ー

200
ー
ー
ー
ー
ー

2,488

55,351
11,863
28,524
2,260
1,599
2,722
15,058

62
ー
ー

117,444

ー
ー

1,377
ー

100
ー
ー
ー
ー
ー

1,477

59,270
16,111
23,457
1,957
1,858
2,736
14,477

29
1,482

ー
121,381

エクスポージャーの額
平成25年3月期 平成26年3月期

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

（注）1.格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。 
　　2.エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。

（単位：百万円）ニ.リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

用語解説

債権の危険度を表す指標。自己資本比率規制で総資産を算出する際に、保有資産ごとに分類して用いています。
自己資本比率規制において、金融機関がリスクを算出するにあたって、用いることができる格付を付与する格付機関のことを指しています。
金融庁長官は適格性の基準に照らして適格と認められる格付機関を適格格付機関に定めています。

リスク・ウェイト

適格格付機関

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
1,250％
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自己資本比率規制（第3の柱）による開示

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　28ページ記載の適格格付機関をご参照ください。

投資業務（投資家）の場合
（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）
　投資業務にあたり、再証券化エクスポージャーに該当するものはありません。

4.信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

　当金庫における証券化取引は投資業務（投資家）があります。投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リスクの
認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに、必
要に応じてＡＬＭ委員会、常務会に諮り、適切なリスク管理に努めております。
　また、証券化商品への投資は、有価証券に係る運用方針の中で定める運用枠内での取引に限定するとともに、取引にあたっては、
当金庫が定める「資金運用規程」に基づき、運用対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を行っております。
　信用リスク・アセットの額の算出については、標準的手法を採用しております。なお、当該取引に係る会計処理については、日本
公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理を行っております。

5.証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担
保、保証などが該当します。当金庫では、融資の採上げに際し、資金使途、返済財源、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さ
まざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。し
たがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の採上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担保又は保証
が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、
民間保証等がありますが、その手続については、金庫が定める「貸出事務取扱規程」及び「担保評価規程」等により、適切な事務
の取扱い及び適正な評価を行っております。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証取引に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与
信取引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める「貸出事務
取扱規程」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続を省略して払戻充当いたします。
　なお、自己資本比率規制で定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証として様似町役
場、一般社団法人しんきん保証基金、その他未担保預金等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、様似
町役場は政府保証と同様、一般社団法人しんきん保証基金は法人等向けエクスポージャーとして適格格付機関が付与している
格付により判定をしております。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散
されております。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

ポートフォリオ

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 1,744 11,2981,640 14,135

信用リスク削減手法 適格金融資産担保 保　証
平成25年3月期 平成26年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期

（注）当金庫は、適格金融資産担保に
ついて簡便手法を用いています。

100
100

̶
̶

区　分 平成25年3月期 平成26年3月期
（単位：百万円）イ．保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 

証券化エクスポージャーの額
劣後ローン等 （注）オフバランス取引に該当するもの

はありません。

ロ.保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高
　及び所要自己資本の額等

―
―
―
―

告示で定める
リスク・ウェイト区分 平成26年3月期

―
2
―
―

平成25年3月期
―
―
―
―

平成26年3月期
―

100
―
―

平成25年3月期

（単位：百万円）

20％
50％
100％
1,250％

エクスポージャー残高 所要自己資本の額

（注）1.所要自己資本の額＝エクスポー
ジャー残高×リスク・ウェイト×4％

　　2.オフバランス取引に該当するも
のはありません。
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ハ.保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び
保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
該当するものはありません。

ニ.証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当するものはありません。

6.派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
　リスク管理の方針及び手続の概要
該当するものはありません。

　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであり、当金庫では「内部統制基本方針」を踏まえ、組織
体制、管理の仕組みを整備するとともに、リスクの顕現化の未然防止及び発生時の影響度の極小化に努めています。
　特に、事務リスク管理については、本部・営業店が一体となり、厳正な各種事務取扱要領の整備、その遵守を心掛けることはも
ちろんのこと、日頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制態勢としての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めて
おります。
　システムリスクについては、「システムリスク管理要領」に基づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、定期的な点検検
査、さらにはシステム監査を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に
努めております。
　その他のリスクについては、苦情相談窓口の設置による苦情等に対する適切な処理、個人情報及び情報セキュリティ体制の整
備、さらには各種リスク商品等に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管理態勢の整備に努めております。
　なお、オペレーショナル・リスク相当額の算定は、基礎的手法による計測を採用しております。
　現状、オペレーショナル・リスクに関連するリスクの状況については、必要に応じて常務会、理事会といった経営陣に対する報告
態勢を整備しております。

7.オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

8.出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
　当金庫の銀行勘定における出資等エクスポージャーにあたるものとしては、上場株式、非上場株式、株式関連投資信託、信金
中央金庫出資金、北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組合の出資金などが該当します。
　このうち、上場株式、株式関連投資信託のリスクの認識については、時価評価及び上場株式時価×△20％×β値（個別銘柄の
ＴＯＰＩＸに対する感応度を示す指標）によるリスク計測によって把握するとともに、運用状況に応じてＡＬＭ委員会や常務会に諮
り投資継続の是非を協議するなど適切なリスク管理に努めております。また、株式関連商品への投資は「資金運用規程」「有価証
券運用計画」のなかで定める投資枠内での取引に限定するとともに、基本的には債券投資のヘッジ資産として位置づけており、
ポートフォリオ全体のリスク・バランスに配慮した運用に心掛けております。また、その取引については、事務部門（バックオフィス）
が外部証票との照合により内容を確認するなど、投資執行部門（フロントオフィス）に対して牽制が働く体制としております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理
を行っております。

（単位：百万円）イ.貸借対照表計上額及び時価等

（注）投資信託等の裏付け資産のうち
出資等エクスポージャーに該当
するものは、一括して上場株式等
に含めております。

29
―
29

区　分

29
343
372

貸借対照表計上額
31
―
31

時　価 時　価
31
343
375

貸借対照表計上額
上場株式等
非上場株式等
合　計

平成25年3月期 平成26年3月期
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（注）1.金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が金利ショックにより発生するリスク量を見るものです。当金庫
では、金利ショックをパーセンタイル値として金利リスクを算定しております。

　　2.要求払預金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預
金と定義し、当金庫では、普通預金等の額の50％相当額を0～5年の期間に均等に振り分けて（平均2.5年）リスク量を算出しています。

　　

11
14
̶

̶
̶
̶

区　分 平成25年3月期 平成26年3月期
（単位：百万円）ロ.出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

売却益
売却損
償　却 （注）損益計算書における損益の額を

記載しております。

6 4
区　分 平成25年3月期 平成26年3月期

（単位：百万円）ハ.貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

評価損益

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫におい
ては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスク（BPV）の計測や、金利更改を勘案した期間収益シ
ミュレーションによる収益への影響度、さらには新商品等の導入による影響など、ALM管理システムや証券管理システムにより
定期的に計測を行い、ALM委員会で協議検討するとともに必要に応じて常務会、理事会といった経営陣へ報告を行うなど、資
産・負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めております。

9.金利リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

ニ.貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
該当するものはありません。

内部管理上使用した金利リスクの算定方法
　金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。

計 　 測 　 手 　 法
コ 　 ア 　 預 　 金

金利感応資産・負債
金 利 ショック 幅
リスク計測の頻度
そ の 他

ラダー計算方式
対　　象：流動性預金全般（当座、普通、貯蓄等）
算定方法：①過去５年の最低残高、②過去５年の最大年間流出量を現残高から差引いた残高、③現残高の５０％相当額、

以上３つのうち最少の額を上限
満　　期：５年以内（平均２.５年）
預貸金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債
９９パーセンタイル値
四半期毎
金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定しております。

●
●

●
●
●
●

…
…

…
…
…
…

金利リスクに関する事項 （単位：百万円）

123
788
21
̶

932

808

124
794
29
0

948

847

平成25年3月期 平成26年3月期

運用勘定
金利リスク量区　分

貸出金
有価証券等
預け金
その他

運用勘定合計

金利リスク

82
41
0

124

62
38
0

101

平成25年3月期 平成26年3月期

調達勘定
金利リスク量区　分

定期性預金
要求払預金
その他

調達勘定合計

用語解説

金利ショック

パーセンタイル値

コア預金

金利の変化（衝撃）のことで、上下200ベーシス・ポイント（2%）の平行移動や1パーセンタイル値と99パーセンタイル値といった算出方法がありま
す。当金庫はこのパーセンタイル値で金利リスク量を算出しています。
計測値を順番に並べたうちのパーセント目の値。
［算出方法］①1年前との金利差を最低5年分以上計測し、②当該金利差のデータを小さい方から1%目（例えばデータ総数が1200あれば12個目）

に該当するデータが1パーセンタイル値となります。
明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金のことをい
います。具体的には、①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の
額を上限とし、満期は5年以内（平均2.5年）として金融機関が独自に定めます。

自己資本比率規制（第3の柱）による開示




